「アーティストバンクはんだ」登録審査基準

半田市アーティストバンクへの登録申請があった場合は、提出された申請書および添付資料の内容をもとに、生涯学習課において次の基準により内容確認を行い、登録の可否を決定します。

（１）活動実績の確認
過去の演奏活動等の実績について確認します。
【確認内容】
・過去２年以内にコンサート、ライブ、地域イベント、学校、公民館等での演
奏実績があること
※「演奏実績」とは、私的な集まりや親しい間柄のみを対象としたものでは
なく、地域住民や一般来場者が参加するイベントでの出演を指します。
【提出資料】
・出演実績（申請書記載）

（２）演奏内容の確認
公共施設や地域イベント等での実施が可能な内容であるかを確認します。
【確認内容】
・公共の場で実施する演奏として適切な内容であること
・公序良俗に反する内容でないこと
【提出資料】
次のいずれか
・演奏動画（YouTube等のURL）
・音源または映像データ
・チラシ、パンフレット、ホームページ、SNS等

（３）活動内容の適合性
半田市アーティストバンクの趣旨に沿った活動であるか確認します。
【確認内容】
・市内の学校、公共施設、地域イベント等での出演に対応可能であること
・特定の宗教、政治活動を主目的とするものでないこと

（４）連絡体制の確認
派遣事業の実施にあたり、円滑な連絡調整が可能であるか確認します。
【確認内容】
・代表者または連絡担当者が明確であること
・メール等による連絡が可能であること

（５）登録の可否
提出された申請内容および資料をもとに、市において総合的に判断し登録の可否を決定します。
なお、申請されたすべての団体・個人の登録を保証するものではありません。
